2025年度　基礎研修Ⅰ　未修了の方へ
広島県社会福祉士会
生涯研修委員会
研修期間延長手続きのお知らせ
基礎研修Ⅰの所定のプログラムをすべて受講することで修了となります。
しかし、やむを得ない事情により、期間内にすべてのプログラムを受講できなかった場合には、期間の延長が認められます。
よって、2025年度中に修了されなかった方も2026年度に未受講のプログラムを受講することで、基礎研修Ⅰの修了となります。
研修期間延長を希望される方は下記の方法により、期間延長の手続きをお願いいたします。
　
記
1 「基礎研修Ⅰ期間延長願」をメール添付で提出　【締切り　6月26日（金）】
　　　　　　　　　　

　㊟　認定社会福祉士制度では基礎研修Ⅰから基礎研修Ⅲ迄の修了期限は6年です。

　　　　　　　2026年度募集要綱から新規お申込みも可能です。
2 受講費を所定の口座までお振込みください。
※申込書を頂いて、受講決定通知（受講費記載）を送信します。
7月10日(金)までに振り込みをお願いします。
郵便振替口座：０１３７０－３－４００４　　
口座名義：公益社団法人広島県社会福祉士会（振込手数料はご負担ください。）
・通信欄に「基礎研修Ⅰ延長」とご記入ください。
　・納入された受講料は、主催者の責による場合を除き返金いたしません。
〖他銀行から振込：一三九（イチサンキユウ）店　（139）　当座　０００４００４〗
　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ先・郵送先】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　広島県社会福祉士会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒732-0816　広島市南区比治山本町12-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島県社会福祉会館4階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL）082-254-3019　（FAX）082-254-3018
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(E-mail) kensyu01@htc.or.jp　　　（H P）http://hacsw.jp
　
広島県社会福祉士会　事務局　行（E-mail：kensyu01@htc.or.jp）

【締切り：6月26日（金）】
申請日　　　　年　　月　　日
基礎研修Ⅰ期間延長願
私は、2025年度　基礎研修Ⅰにおいて、下記のプログラムを修了できませんでしたので、研修期間の延長を申請します。
	ふりがな
	
	社会福祉士会　会員番号
（非会員の場合は
社会福祉士登録番号）
	

	氏　名
	
	
	

	メール
アドレス
	

	連絡先
	自宅住所　 〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
勤務先名　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話での連絡先（チェックしてください）　　□自宅　　　□　携帯　　□勤務先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	経験分野
	□高齢　　□障害　　□児童　　□医療　□その他（　　　　　　　　）
（複数チェック可）

	経験年数
	相談援助業務　経験　　　　　　年

	未修了プログラム
	（1つを選び○で囲んでください）
Ａ　　　Ｂ　　　　C　　　　　


合　計￥　　　　　　　
	
	プログラム
	内容

	Ａ
	中間課題
	レポート課題６本+2回目受講

	Ｂ
	集合研修２のみ
	講義：社会福祉士共通基盤の理解　倫理綱領・行動規範の理解
演習：社会福祉士の倫理綱領の現場適応

	C　　
	集合1.2
	研修Ⅰ回目【7月研修】～未受講の方


	未修了プログラム
	金　額　（消費税含む）

	ＡＢ
	3,300円

	Ｂ
	2,200円

	Ｃ
	4,400円


